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   We performed a content analysis  of local  disaster prevention  plans and a questionnaire  survey  among 102 
Japanese major cities. We obtained answers from 56 major cities. From these analyses, we established a typology of  
information processing procedures regarding the set-up and dissemination of an official  evacuation advisory.  We 
created  a  typology  of  the  timings  of  preparing  for  refuges,  as  well.  These  patterns  of  information  processing 
procedures can be used as candidate organizational structurs from which major cities can choose the best one through 
their functional exercises.
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１．はじめに

災害時において市区町村は，様々な状況を把握しなが

ら，業務を行う必要があり，その適切さについて問われ

ることも多い．たとえば，2009年8月に兵庫県佐用町で起

きた水害では，避難勧告発令が適切であったか，裁判が

行われている1)2)．災害時に適切な業務を行うには，適切

な判断を行い，また，その判断に必要な情報を迅速に集

め，判断の結果を的確に伝達する必要がある．避難勧告

を例にとると，判断の質向上には，発令権限者の明確化

（総務省 20093)），発令基準の明確化（総務省　20094）, 
20125））などの対策が行われている．一方，迅速な情報

収集および判断結果伝達には，市区町村内外の様々な部

署が連携し（以下，「意志決定ネットワーク」という）

全体としてうまく動く必要がある．この過程では，阿倍

(1992)6)が心理学の知見をもとに示したように，組織間の

「スリ合わせ」，つまり調整を素早く行うことが一つの

課題となる．

意志決定ネットワークの能力を評価する方法は，おも

に2つである．第一に，実際の災害対応状況を追跡し，課

題を探ることである．市区町村については，小山・翠川

(2006)7)，吉井(2001)8)など，都道府県については，近藤ほ

か(2008) 9)，田村ほか(2008) 10)，蛭間ほか(2011) 11) などの

研究が見られる．第二に，意志決定ネットワークによる

情報伝達を追跡可能な図上訓練（図上演習，図上シミュ

レーション訓練等ともよばれる）により，評価を行うこ

とである12)．図上訓練を用いて様々な形態の意志決定ネ

ットワークを比較することにより，最適な形態を導き出

せる可能性がある．ここでは，市区町村が災害対応にあ

たる際に作られる班同士の連携など，意志決定ネットワ

ークの細部を明示的に考慮した訓練を行う必要がある

（北九州市 200813））．

本研究では，迅速な意志決定ネットワークを作り上げ

るための前段階として，主要都市がどのような形態の意

志決定ネットワークを有するか，避難勧告発令に着目し

全国的な視野で整理を行う．このような研究は，これま

で，ほとんど行われていない14)．関連する既存研究とし

て，地方公共団体における総合的な危機管理体制の整備

に関する検討会(2009) 15)があるが，これは，意志決定ネ

ットワークの大枠に着目しており（図１），避難勧告発

令等の具体的な業務においてどのような情報伝達や組織

間の調整がなされるかを読み取ることはできない．また

市区町村の地域防災計画には，災害対策本部の組織図や

各組織の職掌を示した図表が含まれる場合があるが，こ

れらを見ても，具体的な情報伝達の流れまでは読み取れ

ない事例が多い．また，意思決定ネットワークは班で構

成され，班の数が多いほど意思決定ネットワークも複雑

になる．よって，意思決定ネットワークが複雑になるほ
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ど意思決定や情報伝達の速さに影響することが想定され

る．しかし，その点に着目した研究がないため，意思決

定ネットワークの複雑化と意思決定や情報伝達の速さに

ついての関係性は証明できていない．

そこで，本研究では，おもに次の3点を行う．

1)避難勧告発令に至る業務が意志決定ネットワークを

  通じて段階的に行われることの確認

2)これらの業務に関わる組織形態の分類

3)分類した組織形態が異なる理由を把握

図1　市町村危機管理担当組織の類型

　　　  （文献15）をもとに著者ら作成）
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図 2　研究の流れ

　続いて，本研究の流れを図 2 に示す.本研究では，ま

ず対象となる都市を選定した．次に，ホームページ上に

公開されている地域防災計画から各都市が重視する災害

の種類を調査した．同様に，過去 10 年間の激甚災害発生

の有無について調査した．次に，避難勧告の発令につい

て，実際に使われる意志決定ネットワークの形態を調べ

るため，アンケート調査を行った．さらに，各都市に過

去 10 年間の避難勧告等の発令経験の有無について調査を

行った．これらの調査結果を用いて，意思決定ネットワ

ークの形態と災害の経験や避難勧告等の発令経験との関

係性を見いだすため対応分析を行い，それぞれの指標の

関係性を探った． 

２． 研究方法

(1) 対象とする市区町村の選定

本研究では，全国 1,742箇所の市区町村のうち主要都

市 102箇所を対象に調査を行った．都市区分ごとの数を

表 1 に示す．政令指定都市，中核市，それ以外の県庁所

在地，東京 23 区について，全市区を対象にした．ただし，

後述するアンケート調査設計のために予備調査を行った

神戸市と北九州市は，設問の形式がかなり異なるため，

今回の分析には含めていない．

表1．都市区分ごとの調査対象都市数

都市区分 対象都市の数

政令指定都市 20

中核市 47

県庁所在地 12

東京特別区 23

合計 102

(2) 調査①：地域防災計画の調査および災害経験の調査

　表１に示した都市を対象に，ホームページ上に公開さ

れている地域防災計画を基に，重視する災害の種類を調

査した．調査は 2012 年 10 月 1 日から 11 月 1 日の期間に

行った．なお，102 の主要都市のうち中核市に属する 1
都市をアンケート調査結果の分析対象から除いた．この

都市では，地域防災計画が改定中のため入手できなかっ

た．ただし，アンケート調査ではこの 1 都市を含め，102
の主要都市を対象に調査を行った．

また，表 1 に示した都市を対象に，激甚災害指定の有

無を調査した．激甚災害とは，大規模な地震や台風など

著しい被害を及ぼした災害のことである．被害が大きい

ため，被災者や被災地域に助成や財政援助が行われる．

対象都市について平成 15 年(2003 年)から平成 24 年(2012
年)までの 10 年間で激甚災害に指定された都市を調査し

た 16)17)． 

(3) 調査②：災害時意思決定ネットワークに関する調査

表 1 に示した都市の危機管理担当部署に郵送形式のア

ンケートを行い，避難勧告の発令から避難所開設にいた

る業務について，実際に使われる意志決定ネットワーク

の形態を調べた．調査は 2012 年 12 月 1 日から 2013 年 1
月 15 日の期間に行った．なお，以下に示す質問の作成過

程では，神戸市，北九州市，福岡県宗像市，同中間市へ

のヒアリング調査を行った．そして，4 都市へのヒアリ
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ング調査をもとに意思決定ネットワークの 4 つの業務段

階を想定し，質問内容を修正した．この 4 つの業務段階

は，避難勧告に着目すると，さまざまな情報源からの情

報の受付と分配，避難勧告案作成，首長への具申，避難

勧告の伝達の順である．

図3　意志決定ネットワークに関する質問の流れ

質問 1 は調査対象都市が特に重視する災害について，

質問 2 は独自の常備消防組織の有無について尋ねた．質

問 3 から質問 8 は，質問 1 で対象都市が重視すると回答

した災害が発生した場合について，図 3 の流れに沿って

段階的に意志決定ネットワークを構成する組織について

尋ねた．具体的な質問内容を表 2 に示す．

表2．質問1から質問9の内容

質問 内容

1 各調査対象都市が特に重視する災害

2 独自の常備消防組織の有無

3 災害発生時の情報源及びその情報を集約する部署

4 集約した情報を関係部署に割り振る部署

5 避難勧告等の範囲や時期等の案を作成する部署

6

質問 5の部署が自治体の首長(または，その代行

者)に避難勧告等を具申する場合に秘書室などを

通すか

7
避難勧告等を役所内や市民，防災関係機関に伝え

る部署及び伝達方法

8
避難所開設を決定する時期や避難所を運営，運営

支援する職員の派遣時期等

9 災害時に動員される職員数

アンケートを送付した 102 の主要都市のうち，56 都市

から回答を得た．表 3 に回収結果をまとめる．全ての都

市区分について，半数以上から回答が届いた．

表3．アンケート回収状況

都市区分 回収数 回収率(％)

政令指定都市 11 55.0

中核市 24 51.1

県庁所在地 9 75.0

東京特別区 12 52.2

合計 56 54.9

(4) 調査③：避難勧告等の発令経験に関する調査

表 3 に示した 56 都市の危機管理担当部署に対して，

2002 年 4 月から 2013 年 3 月までの過去 10 年間に発令し

た避難準備情報および避難勧告，避難指示について電話

とメールによるヒヤリング調査を行った．

３．分析結果

(1) 調査対象都市が重視する災害

調査対象都市が重視する災害について，地域防災計画

の調査(調査①)および災害時意思決定ネットワークに関

する調査(調査②)の結果を以下に示す．

先述した 101 の主要都市の地域防災計画を調べた結果，

おもに風水害，地震，原子力災害，放射線事故，大規模

事故の 5種類の計画が作られていることがわかった．こ

のうち，大規模事故には，船舶事故，航空機事故，鉄道

事故等が該当する．これら 5種類の災害について，計画

を有する都市の数を表 4 に示す．調査対象とした全ての

都市が地震と風水害に関する計画を持っていた．これら

に次いで計画を有する都市が多い災害は，大規模事故で

あった．

表4．調査対象都市が重視する災害(調査①)

都市区分 地震 風水害
大規模 

事故

原子力 

災害

放射線 

事故

政令指定都市 20 20 19 5 10

中核市 46 46 40 16 10

県庁所在地 12 12 8 5 1

東京特別区 23 23 9 2 5

合計 101 101 76 28 26

　次に，調査②の結果に移る．調査②で各調査対象都市

が重視する災害について尋ねたところ，おもに地震，水

害，土砂災害，大規模火災，津波を重視していることが

わかった．これらを含めた 9種類の災害について，重視

すると回答した都市の数を表 5 に示す．地震については，

調査対象の全ての都市が重視する災害に挙げている．次

いで，調査対象都市が重視すると回答した災害は水害で

あった．

地域防災計画は各調査対象都市が策定した公式のもの

であり，調査②は各調査対象都市の防災担当者に回答し

て頂いたため，重視する災害は同様のものになるはずで

ある．表 4 において，地域防災計画で地震と風水害，大

規模事故に次いで計画を有する都市の数が多いのは原子

力災害と放射線事故であった．一方，調査②で各調査対

象都市が重視する災害として挙げていたのは，地震と水

害に次いで土砂災害と大規模火災，津波であった．ただ

し，地域防災計画については，地震対策と津波対策をひ

とまとめにして計画を作成している都市も多い．したが
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って，地域防災計画においても津波は重視されており，

防災担当者の見解と異なっているとはいえない．よって

重視する災害の選定について，調査①と調査②との明確

な違いは見られなかった．

表5．調査対象都市が重視する災害(調査②)

　 都市区分

災害

政令

指定

都市

中核市

県庁

所在

地

東京

特別

区

合計

地震 11 24 9 12 56

水害 8 20 8 8 44

土砂災害 6 18 8 1 33

大規模

火災
5 9 3 7 24

津波 7 10 4 2 23

強風・竜巻 4 9 3 1 17

原子力

災害
3 7 3 0 13

高潮 4 3 2 2 11

豪雪 0 4 3 1 8

(2) 過去 10 年間に激甚災害に指定された調査対象都市

　102 の主要都市のうち調査②から回答を得た 56 都市を

対象に過去 10 年間の激甚災害指定の有無を調査した結果，

15 の都市が激甚災害に指定されたことがわかった．その

内訳を表 6 に示す．

表6．過去10年間で激甚災害に指定された都市

都市区分 激甚災害に指定された都市

政令指定都市 1

中核市 10

県庁所在地 4

東京特別区 0

合計 15

 

(3) 意志決定ネットワークの段階性

　つづいて，意志決定ネットワークに関する分析結果に

移る．まず，アンケート調査を通じ，調査対象都市が避

難勧告発令に至る業務を行う際に，意志決定ネットワー

クでは想定した 4 つの業務段階を経て段階的に業務が進

行することが確認できた．この 4 つの業務段階は，避難

勧告に着目すると，さまざまな情報源からの情報の受付

と分配，避難勧告案作成，首長への具申，避難勧告の伝

達の順である．返信が得られた 56 の都市は，この 4 つの

業務段階に沿って，支障なく担当部署を答えられており

したがって，避難勧告発令に関しては，この 4段階で業

務が進行すると考えて良い．

 

(4) 避難勧告に関わる意志決定ネットワークの分類

　アンケート調査の質問 3 から 6 までの回答をもとに，

避難勧告に関わる情報収集から情報の関係部署への割り

振り，避難勧告案の作成と決定，伝達にいたる業務の流

れを追い，意志決定ネットワークの形態を整理した．こ

の結果，図 4 に示す 11 のパターンが得られた．なお，整

理にあたって，以下の方針を用いた．

1)  調査対象都市が災害対応を行う際の班単位を基準に組

織を区分（統括班，市民班など）

2)　パターン 3, 3’, 4, 4’, 5, 6, 6’は，班 B が班 A の業務の

一部を行う場合を含む（情報収集・割り振り業務の

うち，現場からの報告に関しては消防班が行うが，

それ以外は統括班が行う場合など(統括班は，班 B と

して避難勧告案作成も実施)）
3)   パターン 3 以降は，避難勧告の伝達を行う班の業務の

一部を避難勧告作成を行う班が行う場合を含む（避

難勧告の市民向け伝達は市民班が行うが，役所内向

けの伝達は統括班が行う場合など）

4)  避難勧告を作成する班が複数記載されている場合は，

主要な班一つを考慮．これに該当するのは，8箇所の

市であり，地区を担当する支所を持つ面積の大きな市

が多い．
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実際の避難勧告発令のためには，各班の中でも担当課

や担当者の間で情報伝達がなされる．ただし，各班の中

での情報のやりとりは，災害対応以外の日常業務でも頻

繁に行われる傾向がある．したがって，本研究では，災

害時の情報伝達でより課題となりやすいと考えられる班

同士の情報伝達に着目した．

　図 4 において，プライムをつけた型は，避難勧告案を

作成する班が首長の了承を得る際に，秘書室等を通す場

合である．パターン 5 については，このような型が見ら

れなかった．

　表 7 は，図 4 に示した意志決定ネットワークの型を都

市区分別に集計した結果である．調査対象都市全体とし

ては，情報の集約と割り振り，避難勧告案作成，避難勧

告の伝達に 3 つの班が関わるパターン 4 の該当数が最大

であった．次いで，情報収集から避難勧告案作成までを

１つの班が行い，避難勧告の伝達は別の班が関わるパタ

ーン 2，情報の集約と割り振り，避難勧告案作成，避難

勧告の伝達に 3 つの班が関わるパターン 4’，また，4 つ

の段階全てに別の班が関わるパターン 6 が多く見られた．

これらは，パターン 4’以外，首長による避難勧告案の了

承に際し，秘書室等を介さない型であった．

パターン１からパターン 6 にいたるにつれ，業務に関

与する班が多い複雑な意志決定ネットワークとなる．表

7 から読み取れるおおまかな傾向として，１つの班が 4
つの段階全てを行うパターン 1 と 1’のように単純な意志

決定ネットワークは，政令指定都市や中核市では成立し

難いようである．なお，全ての段階に別の班が関わるパ

ターン 6 と 6’は，計 11 都市(19.6%)であり，言い換える

と，残りの 45 都市(80.4%)では，情報収集から避難勧告

の伝達までが，首長への確認を別として，3 つ以内の班

で実行されていた．この結果より，多くの調査対象都市

が意思決定ネットワーク内の班の数を少なくすることで

様々な業務に効率よく対応できる体制を整えていること

がわかる．

(5) 避難勧告等の発令経験の有無

　56 の調査対象都市に対し避難勧告等の発令経験の有無

を尋ねたところ，54 の都市から回答を得た．また，発令

要因として他の災害と比べて水害と土砂災害の割合がか

なり高いことがわかった．そこで，調査対象都市が経験

したこれらの災害と全ての災害について避難勧告等の発

令経験の有無を表 8 に整理した．表中の「避難勧告等発

令経験無」は避難準備情報，避難勧告及び避難指示の発

令経験がない都市を表す．

　表 8 から，避難準備情報，避難勧告及び避難指示の中

で最も発令経験が多かったのは避難勧告だった．しかし

土砂災害については 54 都市中 34 都市(63％)が避難勧告

等の発令経験がないことが分かった．他にも，東京特別

区については，全ての区において避難勧告等の発令経験

はなかった． 
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政令指定
都市

中核市
県庁所在
地

東京特別
区

計

1 0(0%) 1(4%) 0(0%) 1(8%) 2
1' 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(8%) 1
2 2(18%) 5(21%) 1(11%) 2(17%) 10
2' 0(0%) 3(13%) 1(11%) 0(0%) 4
3 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(8%) 1
3' 0(0%) 1(4%) 0(0%) 0(0%) 1
4 4(36%) 4(17%) 0(0%) 3(25%) 11
4' 3(27%) 3(13%) 1(11%) 1(8%) 8
5 2(18%) 0(0%) 4(44%) 1(8%) 7
6 0(0%) 5(21%) 2(22%) 1(8%) 8
6' 0(0%) 2(8%) 0(0%) 1(8%) 3
計 11 24 9 12 56

パターン
都市区分

表8．避難勧告等の発令経験の状況

表7．都市区分と避難勧告に関わる意志決定ネットワーク



(6) 対応分析

　これまで得られた結果およびその他の指標を用いて，

対応分析を行なった．対応分析とは，2 つ以上のカテゴ

リカル変数を用いて，それらの相関関係を最大まで高め

変数同士の関係性を表現する手法である 18)．また，分析

では統計ソフト「R」の mca関数を使用した．

　今回の分析では，避難勧告等の発令経験に関する調査

(調査③)で回答を得た 54 都市を分析対象とする．また，

調査③では水害と土砂災害による発令経験を有する都市

が多かったため，この 2 つの災害に着目して分析を行な

う．他の災害については発令経験がある都市は少ないた

め，今回の分析から外した．これは水害と土砂災害の 2
つに区分して分析を行なった方が統計的に有効な知見が

得られると判断したためである．　　

対応分析に用いる変数は，「意思決定ネットワークの

形態(6 区分)」「過去 10 年における激甚災害指定の有無

(2 区分)」「水害または土砂災害を重視する都市 (それぞ

れ 2 区分)」「水害または土砂災害による避難勧告等の発

令経験の有無(それぞれ 2 区分)」の 4 つである．これら 4
つの変数を表 9 にまとめる．また，今回の分析では意思

決定ネットワークで避難勧告案を作成する班が首長の了

承を得る際に，秘書室等を通すか通さないかは考慮しな

かった．理由は，災害時に活動する班の数に着目したた

めである．

表9．対応分析に用いたカテゴリ変数の解釈

災害区分 変数 定義 都市数

水害

意思決定ネ

ットワークの

形態

Var1

a1=パターン1,1' 3

a2＝パターン2,2' 13

a3＝パターン3,3' 2

a4＝パターン4,4' 19

a5＝パターン5 7

a6＝パターン6,6' 10

水害を重視

する
Var2

b1＝重視する 45

b2＝重視しない 9

激甚災害指

定の有無
Var3

c1＝有 15

c2＝無 39

避難勧告等

の発令経験
Var4

d1＝有 35

d2＝無 19

土砂災害

意思決定ネ

ットワークの

形態

Var1

a1=パターン1,1' 3

a2＝パターン2,2' 13

a3＝パターン3,3' 2

a4＝パターン4,4' 19

a5＝パターン5 7

a6＝パターン6,6' 10

土砂災害を

重視する
Var2

b1＝重視する 32

b2＝重視しない 22

激甚災害指

定の有無
Var3

c1＝有 15

c2＝無 39

避難勧告等

の発令経験
Var4

d1＝有 20

d2＝無 34

　

水害と土砂災害に関する対応分析結果をそれぞれ図 5
と図 6 に示す．図上で変数の位置が近いほど，変数同士

の関係性が高くなる．まず，図 5 と図 6中のグループ

(var1.a5,var2.b1,var3.c2,var4.d1)に着目する．2 つの図に共

通に見られる変数の集まりとして図中の点線で囲んだ．

このグループの関係性から，3 つの班で業務を実行する

パターン 5(var1.a5)に該当する都市は水害(土砂災害)を重
視し，避難勧告等の発令経験がある都市が多いことがわ

かった．ただし，激甚災害の経験がある都市は少なかっ

た．次に，他の意思決定ネットワークの形態と避難勧告

等の発令経験との関係をみる．まず，図 5 より，3 つの

班で構成されるもう 1 つのパターンであるパターン

4，4’(var1.a4)と避難勧告等の発令経験(var4.d1)は近い位

置にある．よって，パターン 4，4’ (var1.a4)と水害による

避難勧告等の発令経験(var4.d1)との関係性は見られる．2
つの班で構成されるパターン 2，2’ (var1.a2)と 3，3’ 
(var1.a3)は水害及び土砂災害による避難勧告等の発令経

験がある都市は少ない．また，4 つの班で構成されるパ

ターン 6，6’ (var1.a6)や 1 つの班で構成されるパターン

1，1’ (var1.a1)についても同様の傾向が見られる．これら

のことから，水害による避難勧告等の発令経験は 3 つの

班で構成されたパターン 4， 4’(var1.a4) とパターン

5(var1.a5)の形態との関係が深いと言える．

 

図5．対応分析による結果(水害)

図6．対応分析による結果(土砂災害)

しかし，図 6 のパターン 4，4’ (var1.a4)と避難勧告等の

発令経験(var4.d1)の位置は遠く，関係性は見られなかっ

た．よって，パターン 4，4’ (var1.a4)には土砂災害による

避難勧告等の発令経験がある都市は少ないことがわかる

したがって，土砂災害による避難勧告等の発令経験があ

る都市はパターン 5(var1.a5)の形態が多いと言える． 
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４．結論

本研究では，迅速な意志決定ネットワークを作り上げ

るための前段階として，対象都市がどのような形態の意

志決定ネットワークを有するか，避難勧告発令に着目し

全国的な視野で整理を行った．このために，102 の主要

都市を対象に地域防災計画の整理とアンケート調査を行

い，後者では 56 都市から回答を得た．また，アンケート

調査で回答を得た 56 都市について過去 10 年間の激甚災

害指定の有無を調査した結果，15 都市が激甚災害に指定

されたことがわかった．同様に，56 都市を対象に避難勧

告等の発令経験に関する調査を行い，54 都市から回答を

得た．

まず，避難勧告発令については，関連する情報の集約

と分配，避難勧告案の作成，首長への具申，避難勧告の

伝達の 4段階で業務が進み，これに対象都市の組織が順

に関与することが確認できた．このような意志決定ネッ

トワークの形態を整理したところ，11種類のパターンが

抽出された．このうち，情報の集約と割り振り，避難勧

告案作成，避難勧告の伝達に 3 つの班が関わる型(パター

ン 4)の該当数が最大であった．また，避難勧告案の首長

による承認手続きを別とすると，情報集約から避難勧告

案の伝達までを 3 つ以内の班で行う型が調査対象都市の

80.4%を占めていた．

次に，対応分析を行い，意思決定ネットワークの形態

と災害の経験や避難勧告等の発令経験との関係を整理し

た．対応分析では，3 つの班で構成される「パターン

4，4’及びパターン 5」と「避難勧告等の発令経験」との

関係性を見い出した．特に，パターン 5 は水害及び土砂

災害の双方において，避難勧告等の発令経験との関係が

深いことがわかった．しかし，現段階ではパターン

4，4’とパターン 5 が組織として最も効果的に災害対応を

行える形態だと証明することはできない．また，土砂災

害の場合，パターン 4，4’ (var1.a4)の位置で図 5 と図 6 に

違いが見られたが，この違いの要因はまだわかっていな

い．

以上のことを踏まえて，本研究で見いだした意志決定

ネットワークのパターン，また，情報伝達手段について

は，今後パターン 4，4’とパターン 5 に着目して調査を行

う．まず，これらの形態を選択した経緯をヒヤリング等

で調査を行う．もし過去の災害経験から効果的に業務を

行なえる形態を意図的に選択したのであれば，パターン

4，4’とパターン 5 は災害対応に効果的な組織形態だと証

明できる．さらに，図上訓練で 3 つのグループに分けて

どの形態がより機能するのかを検証したり，実際の災害

対応事例の分析を通して，いずれが適切な形態・手段で

あるかを比較考量する必要がある．性能の優れた意志決

定ネットワークの形態を明らかにし，標準的な形態とし

て全国の市区町村に普及することができれば，日本全体

での災害対応能力向上に貢献できると考える．

なお，本研究の調査は，政令指定都市，中核市，これ

ら以外の県庁所在地，東京特別区について，全都市を対

象とした．さらに，本研究のアンケート調査で尋ねた内

容には，各市区町村でマニュアル化されていない部分も

多く，したがって，回答をいただいた担当者の防災に対

する考え方によって，回答内容の詳細さ等に差が生じた

可能性もある．このため，より精度の高い調査を今後も

実施していきたい．

今回の分析では，主要都市 102箇所を分析することで，

規模が大きい都市がどのような防災体制で災害に対処し

ているかを把握することができた．しかし，今回は小規

模の市や町を対象としていないため，それらの都市がど

のような防災体制で災害に対処しているかを把握するこ

とができない．今後，対象都市を拡げる必要がある．
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